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約１㎝

播種用に処理されたオオシラビソの種 播種の様子
播種の様子
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幹が茶色になり、葉の数も増加
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ユートピアゲレンデ

樹氷高原駅
地蔵山頂駅

試験地



7



8



9



10



11



12



13



14



15



✧

✧

✧

16



17



18



林野庁東北森林管理局の取組みについて

Ⅰ 被害状況のモニタリング

1

令和７年３月14日 樹氷復活県民会議

オブザーバー 林野庁東北森林管理局 山形森林管理署

１．ロープウェイからの定点観測

１５ １４

１３

１５
１４

１３

撮影 令和６年８月６日撮影 令和５年７月21日

〇 ロープェイからの定点観測ではオオシラビソの枯損被害の拡大は確認されていない。

user
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資料２



Ⅰ 被害状況のモニタリング
２．トウヒツヅリヒメハマキの食害痕調査

2

樹氷原コース看板66付近 撮影：令和３年10月５日

（同上）枝の部分を拡大 点状の変色部分が食害痕
撮影：（令和３年10月５日）

左と同一地点 食害痕が見当たらない
撮影：令和６年10月25日

〇 オオシラビソの大規模な枯損被害の原因と
なったトウヒツヅリヒメハマキの食害痕調査
を継続中。

〇 葉の部分的な食害は見られるものの、立木
全体の枯損に至るような被害は確認されてい
ない。



Ⅰ 被害状況のモニタリング
３．トドマツノキクイムシ被害調査

3

トドマツノキクイムシ穿入孔 撮影：平成28年６月30日

樹幹からのヤニの漏出 撮影：令和６年９月17日 村山産業高校生徒による調査の状況 撮影：令和６年８月８日

〇 トウヒツヅリヒメハマキにより弱ったオオシラ
ビソに、平成28年頃からトドマツノキクイムシ
（以下「キクイムシ」）が穿入し枯死に至った。

〇 被害の拡大の有無を把握するために、枯損状況
やヤニ分泌量、穿入孔の有無と孔数等の調査を
行っている。

〇 キクイムシの被害が拡大していると考えられる
状況は確認されていない。



Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組

Ⓒ Google

主な取組箇所の位置図
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蔵王ロープウェイ山頂線

樹
氷
高
原
駅

地蔵山頂駅

自生稚樹採取箇所

標高1300m付近
標高1400m付近

標高1600m付近 標高1670m付近

播種・育苗試験地

自生稚樹移植箇所



Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
１．自生稚樹の移植試験

5

村山産業高校による稚樹移植

【樹氷復活県民会議】（令和６年７月１２日）

稚樹移植【樹氷復活県民会議】

（令和６年８月９日）

山形市内小中学校による稚樹移植

【樹氷復活県民会議】（令和６年９月６日）

「山形新聞山形放送みどりの学び」による

稚樹移植（令和６年９月28日）

山形西ロータリークラブによる

移植後の稚樹（令和６年６月15日）

山形市内小中学校による移植後の稚樹

（令和６年９月６日）

令和６年度の移植本数：８６本 令和元年度からの累計：２７７本



Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
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図２ 移植稚樹の生存率

１．自生稚樹の移植試験
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図１ 移植稚樹の枯死率



     ・春～夏植えの成長量 ＞ 秋植えの成長量

Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
１．自生稚樹の移植試験
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Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
２．播種試験

8

播種試験 撮影：令和６年５月30日

発芽の状況 撮影：令和６年８月６日

〇 平成29年度より毎年度、播種試験を実施。

〇 生存率は播種年度により大きなばらつき。

〇 令和６年度播種個体については、発芽率は約
25％。

播種試験 撮影：令和６年５月30日
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図４ H30年度播種個体の平均苗高の経年変化

２．播種試験

・おおむね６年程度で移植可能な樹高に

播種６年後の様子（H30年度播種個体）

→今後、激害地（標高1670ｍ付近）へ
移植し経過観察

協力：山形県森林研究研修センター

Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
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Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
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10

３ ササの刈払いによる自生稚樹の成長促進効果の検討（調査位置図）



Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
３．ササの刈払いによる自生稚樹の成長促進効果の検討(刈払い区)

11
調査プロット① 刈払い前 撮影：平成29年10月17日 調査プロット① 刈払い後 撮影：平成29年10月17日

調査プロット② 成長量の調査 撮影：令和６年10月25日

〇 自生稚樹の生育を促進する手法として、稚
樹の周囲のササの刈払いの効果を検討するた
め、平成29年度より実施。

〇 刈払い区と対照区（未刈払い区）を設定し、
オオシラビソ稚樹の成長量を計測。



Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組

３．ササの刈払いによる自生稚樹の成長促進効果の検討（対照区）

12

調査プロット③ 成長量の調査
撮影：令和５年10月16日

調査プロット⑥ 調査地の状況
撮影：令和５年10月20日



Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
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３．ササの刈払いによる自生稚樹の成長促進効果の検討
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Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組
４．山形西ロータリークラブの協力（坪刈移植試験）

14ササを坪刈して移植 撮影：令和５年10月17日

ササ藪内で移植地点を検討 撮影：令和５年10月17日

移植後の稚樹の状況 撮影：令和５年10月30日

〇 自生稚樹を移植するにあたり、区域全体
のササ刈り払いを実施。

〇 しかしササは稚樹を被圧する一方、強風
等の厳しい気象状況から稚樹を保護する役
割も？

〇 稚樹周囲の直径１ｍ程度の坪刈にとどめ
て移植する取組を令和５年度より開始。



Ⅱ オオシラビソ林再生への主な取組

15

播種試験地造成のためササを刈り払う

（令和５年10月30日）

ササの根茎を除去し土壌を露出させる

（令和６年５月30日）

金網と枠撤去後の発芽の状況

（令和６年10月29日）

４．山形西ロータリークラブの協力（高地での播種試験）

〇 令和６年度より気象条件の厳
しい高地での播種試験を開始。

〇 標高1670ｍ地点に試験地を設
置し、20区画に計3110粒を播種
した。

〇 令和６年８月23日現在
・発芽数：５１１本
・発芽率： １６％

播種の様子

（令和６年６月15日）

小動物の食害防止のため枠の上部を金網で被覆

（令和６年６月15日）



〇 蔵王地域のオオシラビソ林の枯損状況を把握・分析し、今後の対応等を検討するため、東
北森林管理局が毎年開催。

〇 今年度は12月3日に仙台市で開催。山形蔵王のオオシラビソ林約103haのドローンによる
オルソ画像分析結果等により、虫害等による被害は終息しつつあること等が報告。

Ⅲ 蔵王地域におけるオオシラビソの枯損に係る検討会

16
令和５年度（令和5年11月29日）山形市 令和６年度（令和6年12月3日）仙台市
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「樹氷復活県民会議」設置要綱（改正案） 

 

（設置の目的） 

第１条 蔵王の樹氷は、非常に特異な自然現象であり、世界的にも希少で貴重な自然景観であるとともに、 

本県の冬のシンボルとして、海外でも広く知られる重要な観光資源となっている。 

 その景観を将来世代に手渡し、その恵みを脈々と守り続けることができるよう、東北森林管理局が行 

うオオシラビソ林再生に向けた取組みへの支援に加え、県民が自然環境の大切さを考え、自らその保全 

に貢献するとともに、行政機関・企業・団体の協力を促し、持続可能な社会の実現に向けた機運の醸成 

を図ることで、蔵王連峰の特徴的な植生であるオオシラビソ林を再生し、ひいては県民の宝である樹氷 

の景観を復活させることを目的として、「樹氷復活県民会議」（以下「県民会議」という。）を設置する。 

 

（自然再生協議会） 

第２条 県民会議は、自然再生推進法（平成 14 年法律第 148 号）第８条第１項に規定する自然再生協議会 

とし、同法第８条第２項の規定により次の事務を行う。 

 (1) 自然再生全体構想の作成・改定 

 (2) 自然再生事業の実施計画案の協議 

(3) 自然再生事業の実施に係る調整 

 (4) その他必要な事項 

 

（対象区域） 

第３条 自然再生の対象区域は蔵王国定公園とする。 

 

（事業） 

第４条 県民会議は、第１条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。 

 (1) 蔵王国定公園特別保護地区における植生の復元の支援に関すること。 

 (2) オオシラビソ林の保全と再生に向けた調査研究への協力に関すること。 

(3) オオシラビソ林の保全と再生に向けた林野庁東北森林管理局との連携強化に関すること。 

 (4) 県民への普及啓発、県（国）内外への情報の発信（環境・観光）に関すること。 

 (5) SDGs に向けた取組みとして企業・団体・個人サポーターの参画呼びかけに関すること。 

 (6) 次世代（子どもたち）への継承機会の確保に関すること。 

 (7) 自然再生事業実施者の支援に関すること。 

 (8) その他、この会議の目的遂行のため必要なことに関すること 

 

 

資料３－２ 
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（組織） 

第５条 県民会議は、設立の趣旨に賛同する別表に掲げる有識者及び団体（以下「構成団体」という。）の 

代表者で構成し、前条に掲げる事業とともに、それぞれの団体として、樹氷復活に向け自らの取組みを

積極的に行うものとする。 

 

（会長等） 

第６条 県民会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は山形県知事とし、副会長は山形市長、上山市長、公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構理 

事長、及び公益社団法人山形県観光物産協会会長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、県民会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（アドバイザー） 

第７条 県民会議に、会長の求めに応じ助言を行うアドバイザーを置くことができる。 

 

（オブザーバー） 

第８条 県民会議に、会長の求めに応じ意見を述べるオブザーバーを置くことができる。 

 

（報道機関の協力） 

第９条 県民会議は、設立の趣旨に賛同する報道機関の協力を得て、県民への普及啓発や県内外への情報 

の発信を行うものとする。 

 

（サポーター） 

第 10 条 県民会議は、設立の趣旨に賛同し、樹氷復活に自発的に取り組む又は取組みを支援する企業・団 

体・個人等を募り、県民会議サポーターとして登録するものとする。 

 

（会議） 

第 11 条 県民会議の会議は定例会とし、年１回、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。 

３ 会議及び会議議事録は、公開する。 

 

（ワーキンググループ） 

第 12 条 県民会議に、オオシラビソ林再生に向けた試験及び研究や、樹氷復活に向けた具体的な取組みの

検討及び立案等を行うため、次に掲げるワーキンググループを置く。 

 (1) 技術検討ワーキングチーム 

 (2) 情報発信・次世代継承ワーキングチーム 

(3) 自然再生協議会ワーキングチーム 
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２ 前項に掲げるワーキンググループの構成は別に定め、前項第３号に掲げるワーキンググループの構成

員は各構成団体が推薦する者とする。 

３ ワーキンググループの事務局は、県環境エネルギー部みどり自然課とする。 

 

（庶務） 

第 13 条 県民会議の庶務は、山形県環境エネルギー部みどり自然課において処理する。 

２ 事務局は、山形県環境エネルギー部みどり自然課、同観光文化スポーツ部観光交流拡大課、同農林水 

産部森林ノミクス推進課、同森林研究研修センター、同教育局教育政策課、及び公益財団法人やまがた 

森林と緑の推進機構緑化推進部で構成する。 

 

（その他） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に必要な事項は、山形県環境エネルギー部みどり 

自然課が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年３月 13 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年 月 日から施行する。 
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別表 

樹氷復活県民会議（自然再生協議会）の構成 

● 有識者及び構成団体 

有識者 東北農林専門職大学森林業経営学科 教授 大久保 達弘 

山形大学 蔵王樹氷火山総合研究会 副所長（山形大学 名誉教授） 

柳澤 文孝 

山形大学 農山村リジェネレーション共創研究センター 教授（山形

大学 名誉教授） 林田 光祐 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所長 

山中 高史 

地元関係団体  公益社団法人山形県観光物産協会 

 やまがた観光キャンペーン推進協議会 

 一般社団法人山形市観光協会 

 蔵王温泉観光協会 ※ 

 蔵王坊平観光協議会 ※ 

 一般社団法人上山市観光物産協会 

 一般社団法人山形県経営者協会 

 山形経済同友会 

 山形県商工会議所連合会 

 山形県商工会連合会 

 山形県中小企業団体中央会 

 一般社団法人山形県銀行協会 

 蔵王索道協会 

 社会福祉法人山形県社会福祉協議会 

 公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構 

 山形県緑の少年団連盟 

行政機関 環境省（オブザーバー） 

林野庁（オブザーバー） 

山形県 

 山形市 ※ 

 上山市 ※   

 山形県市長会 

 山形県町村会 

  ※印は地域住民の役割を兼ねている 

 

● 在形報道機関 
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「樹氷復活県民会議」設置要綱 新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（設置の目的） （設置の目的） 

第１条 蔵王の樹氷は、非常に特異な自然現象で

あり、世界的にも希少で貴重な自然景観である

とともに、本県の冬のシンボルとして、海外で

も広く知られる重要な観光資源となっている。 

 その景観を将来世代に手渡し、その恵みを脈々

と守り続けることができるよう、東北森林管理

局が行うオオシラビソ林再生に向けた取組みへ

の支援に加え、県民が自然環境の大切さを考

え、自らその保全に貢献するとともに、行政機

関・企業・団体の協力を促し、持続可能な社会

の実現に向けた機運の醸成を図ることで、蔵王

連峰の特徴的な植生であるオオシラビソ林を再

生し、ひいては県民の宝である樹氷の景観を復

活させることを目的として、「樹氷復活県民会

議」（以下「県民会議」という。）を設置す

る。 

第１条 蔵王の樹氷は、非常に特異な自然現象で

あり、世界的にも希少で貴重な自然景観である

とともに、本県の冬のシンボルとして、海外で

も広く知られる重要な観光資源となっている。 

 その景観を将来世代に手渡し、その恵みを脈々

と守り続けることができるよう、東北森林管理

局が行うオオシラビソ林再生に向けた取組みへ

の支援に加え、県民が自然環境の大切さを考

え、自らその保全に貢献するとともに、行政機

関・企業・団体の協力を促し、持続可能な社会

の実現に向けた機運の醸成を図ることで、蔵王

連峰の特徴的な植生であるオオシラビソ林を再

生し、ひいては県民の宝である樹氷の景観を復

活させることを目的として、「樹氷復活県民会

議」（以下「県民会議」という。）を設置す

る。 

 （自然再生協議会） 

 第２条 県民会議は、自然再生推進法（平成14年

法律第148号）第８条第１項に規定する自然再

生協議会とし、同法第８条第２項の規定により

次の事務を行う。 

 (１) 自然再生全体構想の作成・改定 

 (２) 自然再生事業の実施計画案の協議 

 (３) 自然再生事業の実施に係る調整 

 (４) その他必要な事項 

 （対象区域） 

 第３条 自然再生の対象区域は蔵王国定公園とす

る。 

（事業）  （事業） 

第２条 県民会議は、前条の目的を達成するため

に次に掲げる事業を行う。 

第４条 県民会議は、第１条の目的を達成するた

めに次に掲げる事業を行う。 

(１)  国定公園特別保護地区における植生の

復元の支援に関すること。 

(１) 蔵王国定公園特別保護地区における植生

の復元の支援に関すること。 

(２) オオシラビソ林の保全と再生に向けた調

査研究への協力に関すること。 

(２) オオシラビソ林の保全と再生に向けた調

査研究への協力に関すること。 

(３)  オオシラビソ林の保全と再生に向けた

林野庁東北森林管理局との連携強化に関するこ

と。 

(３)  オオシラビソ林の保全と再生に向けた

林野庁東北森林管理局との連携強化に関するこ

と。 

(４)  県民への普及啓発、県（国）内外への

情報の発信（環境・観光）に関すること。 

(４)  県民への普及啓発、県（国）内外への

情報の発信（環境・観光）に関すること。 

(５)  SDGsに向けた取組みとして企業・団 (５)  SDGsに向けた取組みとして企業・団
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体・個人サポーターの参画呼びかけに関するこ

と。 

体・個人サポーターの参画呼びかけに関するこ

と。 

(６) 次世代（子どもたち）への継承機会の確

保に関すること。 

(６) 次世代（子どもたち）への継承機会の確

保に関すること。 

 (７) 自然再生事業実施者の支援に関するこ

と。 

(７) その他、この会議の目的遂行のため必要

なことに関すること 

(８) その他、この会議の目的遂行のため必要

なことに関すること 

（組織） （組織） 

第３条 県民会議は、設立の趣旨に賛同する別表

に掲げる団体（以下「構成団体」という。）の

代表者で構成し、前条に掲げる事業とともに、

それぞれの団体として、樹氷復活に向け自らの

取組みを積極的に行うものとする。 

第５条 県民会議は、設立の趣旨に賛同する別表

に掲げる有識者及び団体（以下「構成団体」と

いう。）の代表者で構成し、前条に掲げる事業

とともに、それぞれの団体として、樹氷復活に

向け自らの取組みを積極的に行うものとする。 

（会長等） （会長等） 

第４条 県民会議に会長及び副会長を置く。 第６条 県民会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は山形県知事とし、副会長は山形市長、上

山市長、公益財団法人やまがた森林と緑の推進機

構事長、及び公益社団法人山形県観光物産協会会

長をもって充てる。 

２ 会長は山形県知事とし、副会長は山形市長、上

山市長、公益財団法人やまがた森林と緑の推進機

構事長、及び公益社団法人山形県観光物産協会会

長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、県民会議を代表する。 ３ 会長は、会務を総理し、県民会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき

は、その職務を代理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき

は、その職務を代理する。 

（アドバイザー） （アドバイザー） 

第５条 県民会議に、会長の求めに応じ助言を行

うアドバイザーを置くことができる。 

第７条 県民会議に、会長の求めに応じ助言を

行うアドバイザーを置くことができる。 

（オブザーバー） （オブザーバー） 

第６条 県民会議に、会長の求めに応じ意見を述

べるオブザーバーを置くことができる。 

第８条 県民会議に、会長の求めに応じ意見を述

べるオブザーバーを置くことができる。 

（報道機関の協力） （報道機関の協力） 

第７条 県民会議は、設立の趣旨に賛同する報道

機関の協力を得て、県民への普及啓発や県内外

への情報の発信を行うものとする。 

第９条 県民会議は、設立の趣旨に賛同する報道

機関の協力を得て、県民への普及啓発や県内外

への情報の発信を行うものとする。 

（サポーター） （サポーター） 

第８条 県民会議は、設立の趣旨に賛同し、樹氷

復活に自発的に取り組む又は取組みを支援する

企業・団体・個人等を募り、県民会議サポータ

ーとして登録するものとする。 

第10条 県民会議は、設立の趣旨に賛同し、樹氷

復活に自発的に取り組む又は取組みを支援する

企業・団体・個人等を募り、県民会議サポータ

ーとして登録するものとする。 

（会議） （会議） 

第９条 県民会議の会議は定例会とし、年１回、会

長が招集し、その議長となる。 

第11条 県民会議の会議は定例会とし、年１回、会

長が招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に

構成員以外の者の出席を求めることができる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に

構成員以外の者の出席を求めることができる。 

３ 会議及び会議議事録は、公開する。 ３ 会議及び会議議事録は、公開する。 
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 （ワーキンググループ） （ワーキンググループ） 

第10条 県民会議に、オオシラビソ林再生に向け

た試験及び研究や、樹氷復活に向けた具体的な

取組みの検討及び立案等を行うため、「技術検

討ワーキングチーム」並びに「情報発信・次世

代継承ワーキングチーム」からなるワーキング

グループを置く。 

第12条 県民会議に、オオシラビソ林再生に向け

た試験及び研究や、樹氷復活に向けた具体的な

取組みの検討及び立案等を行うため、次に掲げ

るワーキンググループを置く。 

 (１) 技術検討ワーキングチーム 

 (２) 情報発信・次世代継承ワーキングチーム 

 (３) 自然再生協議会ワーキングチーム 

２ ワーキングチームの構成は別に定める。 ２ 前項に掲げるワーキンググループの構成は別

に定め、前項第３号に掲げるワーキンググルー

プの構成員は各構成団体が推薦する者とする。 

３ ワーキンググループの事務局は、県環境エネ

ルギー部みどり自然課とする。 

３ ワーキンググループの事務局は、県環境エネ

ルギー部みどり自然課とする。 

（庶務） （庶務） 

第11条 県民会議の庶務は、山形県環境エネルギ

ー部みどり自然課において処理する。 

第13条 県民会議の庶務は、山形県環境エネルギ

ー部みどり自然課において処理する。 

２ 事務局は、山形県環境エネルギー部みどり自

然課、同観光文化スポーツ部観光復活推進課、

同農林水産部森林ノミクス推進課、同森林研究

研修センター、同教育局教育政策課、及び公益

財団法人やまがた森林と緑の推進機構緑化推進

部で構成する。 

２ 事務局は、山形県環境エネルギー部みどり自

然課、同観光文化スポーツ部観光交流拡大課、

同農林水産部森林ノミクス推進課、同森林研究

研修センター、同教育局教育政策課、及び公益

財団法人やまがた森林と緑の推進機構緑化推進

部で構成する。 

（その他） （その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、県民会議

の運営に必要な事項は、山形県環境エネルギー

部みどり自然課が別に定める。 

第14条 この要綱に定めるもののほか、県民会議

の運営に必要な事項は、山形県環境エネルギー

部みどり自然課が別に定める。 
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「樹氷復活県民会議」ワーキングチーム設置要綱 

 

 

（ワーキングチーム） 

第１条 「樹氷復活県民会議」設置要綱（以下、「設置要綱」という。）第 12 条第１項の規定に基

づき、「技術検討ワーキングチーム」、「情報発信・次世代継承ワーキングチーム」及び「自

然再生協議会ワーキングチーム」を設置する。 

 

（所管事項） 

第２条 各ワーキングチームは、次に掲げる事業を行う。 

   「技術検討ワーキングチーム」：設置要綱第４条第１項第１号から第３号に掲げる事業 

   「情報発信・次世代継承ワーキングチーム」：設置要綱第４条第１項第４号から第６号に 

掲げる事業 

「自然再生協議会ワーキングチーム」：設置要綱第４条第１項第７号に掲げる事業 

 

（組織等） 

第３条 ワーキングチームは、別紙の構成機関及び構成員をもって組織する。 

２ ワーキングチームには、必要に応じてアドバイザー及びオブザーバーを置くことができる。 

３ 技術検討ワーキングチーム及び情報発信・次世代継承ワーキングチームのチームリーダー

は山形県環境エネルギー部みどり自然課長とする。 

４ 自然再生協議会ワーキングチームにチームリーダー及び副チームリーダーを置き、構成員

の互選によりこれを定める。 

５ 招集は、チームリーダーが行う。 

 

（その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に必要な事項は、山形県環境エ

ネルギー部みどり自然課が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月２６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年 月 日から施行する。 

 

 

 

資料３－３ 
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（別紙） 

【技術検討ワーキングチーム 構成機関】 

 

・ 山形県環境エネルギー部みどり自然課 

・ 山形県農林水産部森林ノミクス推進課 

・ 山形県農林水産部森林研究研修センター 

・ 山形市農林部森林整備課 

・ 上山市農林夢づくり課 

・ 公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構緑化推進部 

・林野庁東北森林管理局山形森林管理署（オブザーバー） 

 

 

【情報発信・次世代継承ワーキングチーム 構成機関】 

 

・ 山形県環境エネルギー部みどり自然課 

・ 山形県観光文化スポーツ部観光交流拡大課 

・ 山形県教育委員会（教育局教育政策課） 

・ 山形市環境部環境課 

・ 山形市商工観光部観光戦略課 

・ 山形市教育委員会（学校教育課） 

・ 上山市市民生活課 

・ 上山市観光・ブランド推進課 

・ 上山市教育委員会 

・ 公益社団法人山形県観光物産協会 

・ 一般社団法人山形市観光協会 

・ 蔵王温泉観光協会 

・ 一般社団法人上山市観光物産協会 

・ 公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構緑化推進部 

・ 山形県緑の少年団連盟 

・ 在形報道機関 

・ 林野庁東北森林管理局山形森林管理署（オブザーバー） 
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自然再生協議会ワーキングチーム 構成員 

 構成団体 構成員 

有

識

者 

東北農林専門職大学森林業経営学科 教授 大久保 達弘 

山形大学 蔵王樹氷火山総合研究会 副所長（山形大

学 名誉教授）  

柳澤 文孝 

山形大学 農山村リジェネレーション共創研究センタ

ー 教授（山形大学 名誉教授） 

林田 光祐 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究

所東北支所 森林生態研究グループ長  

齋藤 智之 

地

元

関

係

団

体 

公益社団法人山形県観光物産協会  

一般社団法人山形市観光協会  

蔵王温泉観光協会 ※  

蔵王坊平観光協議会 ※  

一般社団法人上山市観光物産協会  

蔵王索道協会  

公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構  

地

域

住

民 

山形市推薦  

山形市推薦  

上山市推薦  

上山市推薦  

行

政

機

関 

環境省（オブザーバー）  

林野庁（オブザーバー）  

山形県環境エネルギー部みどり自然課  

山形県観光文化スポーツ部観光交流拡大課  

山形県農林水産部森林ノミクス推進課  

山形県農林水産部森林研究研修センター  

山形県教育委員会（教育局教育政策課）  

山形県村山総合支庁保健福祉環境部環境課  

山形市農林部森林整備課  

山形市環境部環境課  

山形市商工観光部観光戦略課  

山形市教育委員会  

上山市農林夢づくり課  

上山市市民生活課  

上山市観光・ブランド推進課  

上山市教育委員会  

※印は地域住民を兼ねる 
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